
 

千葉市耐震改修費補助金交付要綱 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 市長は、千葉市耐震改修費補助事業要綱(以下「事業要綱」という。）第１１条第

２項の規定に基づき、住宅の耐震改修事業に要する費用の一部を補助することについて

必要な事項を定め、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉

市規則第８号。以下「規則」という。）、事業要綱及びこの要綱の定めるところにより補

助金を交付するものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、事業要綱に定めるところによる。 

 

   第２章 木造住宅耐震改修費補助金 

 （経費及び補助額） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費（耐震改修工事）」という。）

は、耐震改修工事に要する費用で、施工者（耐震改修工事）に支払う額（以下「工事費

等（耐震改修工事）」という。）とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。 

２ 補助額（二段階耐震改修工事に対するものを除く。）は、工事費等（耐震改修工事）の

５分の４以内の額（千円未満の端数は、切り捨てる。）とする。ただし、１１５万円を

限度とする。 

３ 二段階耐震改修工事における一段階目耐震改修工事及び二段階目耐震改修工事に対す

る補助額は、工事費等（耐震改修工事）の５分の４以内の額（千円未満の端数は、切り

捨てる。）とする。ただし、段階ごとに５７．５万円を限度とする。 

４ 第１項に定める耐震改修工事において、耐震改修利子補給制度を利用する場合の補助

額及び限度額は、前２項に定める額の２分の１の額（千円未満の端数は、切り捨てる。）

とする。 

 （交付の申請） 

第４条 工事費等（耐震改修工事）に係る補助金の交付を申請する者は、千葉市木造住宅

耐震改修費補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付して、申

請の受付期間内かつ工事に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければならない。

ただし、第２号、第３号及び第４号の書類については、個人情報確認同意書（別記様式

第１号）の提出により省略することができる。また、同一年度内に千葉市耐震診断費補

助金の交付を受けて精密診断した場合、第５号から第７号の書類の添付は省略すること

ができる。 

（１）工事費等（耐震改修工事）の見積書又はその写し 

（２）申請者又は居住者の住民票の写し 

（３）本市に在住している所有者全員及び申請者の滞納無証明書 

（４）補助対象住宅の登記事項証明書又はそれに代わるもの 

（５）補助対象住宅の建築確認済証又はそれに代わるもの 

（６）耐震改修工事前の精密耐震診断報告書の写し 



 

（７）精密診断に係る現地調査の写真その他関係資料 

（８）耐震改修工事後の精密耐震診断報告書の写し 

（９）耐震改修工事後の平面図 

（１０）詳細図 

（１１）耐震改修工事一覧表 

（１２）第６号から第１１号の書類の作成者が事業要綱第２条第１８号ア又はイに規定す

る要件を満たすことを証する書類 

（１３）施工者（耐震改修工事）に係る次のいずれかの書類 

ア 事業要綱第２条第２０号アに該当する場合は、建設業法第３条第１項の規定に基

づく許可書の写し 

イ 事業要綱第２条第２０号イに該当する場合は、当該規定の要件を満たすことを証

する書類 

ウ 事業要綱第２条第２０号ウに該当する場合は、補助対象住宅の建設工事を請け負

い、当該住宅を建設又は増築した者であることを証する書類 

（１４）その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定通知等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当で

あると認めたときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書（様式第２号）

により、速やかに通知するものとする。 

２ 市長は、規則第４条第３項の規定により、補助金を交付することが適当でないと認め

たときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により通

知するものとする。 

３ 補助事業者は、第１項の規定による通知を受けた後に工事に係る契約を締結し、補助

事業に着手するものとする。 

 （交付の条件） 

第６条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合、次の各号に掲げる条件

を附するものとする。 

（１）補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日までに第１０条第１項の規定による報告ができない場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合（以下「遅延等（耐震改修工事）」という。）には、

速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

 （事業内容の変更） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により事業の内容を変更（軽微

な変更を除く。）するときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金変更交付申請書（様式

第４号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、これにより補助額を

増額することはできない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当である

と認めたときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金変更交付決定通知書（様式第５号）

により通知するものとする。 



 

 （事業の取下げ及び事業の中止） 

第８条 補助金の交付を申請した者が、第５条に規定する交付決定通知前に事業の取下げ

をしようとするときは、速やかに千葉市木造住宅耐震改修費補助事業取下げ届出書（様

式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、第６条第２号に規定する事業の中止に係る承認を受けようとするとき

は、千葉市木造住宅耐震改修費補助事業中止承認申請書（様式第７号）を市長に提出し

なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、承認するこ

とが適当と認めたときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助事業中止承認書（様式第８号）

により通知するものとする。 

 （遅延等） 

第９条 補助事業者は、第６条第３号に規定する遅延等（耐震改修工事）について報告す

るときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助事業遅延等報告書（様式第９号）を市長に提

出しなければならない。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、耐震改修工事の完了を報告するときは、千葉市木造住宅耐震改

修費補助事業実績報告書（様式第１０号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に

提出しなければならない。 

（１）事業要綱第１０条第２項で定める状況写真及び材料写真 

（２）耐震改修工事に係る契約書の写し及び領収書の写し 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による報告は、当該年度の１月末日までに行うものとする。 

 （額の確定通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合、提出された書類を審査し、交付

決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助額を確定し、千葉市木造住

宅耐震改修費補助金額確定通知書（様式第１１号）により通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第１２条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を請求するときは、

次条による場合を除き、千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書（様式第１２号）

を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補

助金を交付するものとする。 

 （代理受領） 

第１２条の２ 補助事業者は、前条による補助金の請求及びその受領を施工者（耐震改修

工事）に委任する方法（以下「代理受領（耐震改修工事）」という。）により行うことが

できる。 

２ 前項による場合、補助事業者は第１０条の規定による報告と同時に、代理請求及び代

理受領委任状（別記様式第７号）を、市長に提出しなければならない。 

３ 第 1項による場合、補助事業者が第１１条の規定による通知を受け、施工者（耐震改

修工事）が補助金の交付を請求するときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付請求



 

書（様式第１２号の２）を、市長に提出しなければならない。 

 

   第３章 マンション耐震改修費補助金 

    第１節 共通事項 

 （経費及び補助額） 

第１３条 補助対象経費（耐震改修工事）は、次の各号に掲げる設計費、工事費（耐震改

修工事）及び監理費とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。 

（１）設計費 耐震改修事業の設計に要する費用で、設計者に支払った額 

（２）工事費（耐震改修工事） 耐震改修工事に要する費用で、施工者（耐震改修工事）

に支払った額 

（３）監理費 耐震改修事業の監理に要する費用で、監理者に支払った額 

２ 補助額は千円未満の端数を切り捨てとし、次の各号による。 

なお、マンションが構造的に複数の棟として独立している場合は、当該構造棟ご

との住戸数により定める。 

（１）設計費に対する補助額は、補助率を３分の２（千円未満の端数は、切り捨てる。）と

する。ただし、５００万円又は１戸あたり５万円のいずれか低い額を限度とする。 

（２）工事費（耐震改修工事）及び監理費に対する補助額は、補助率を３分の１（千円

未満の端数は、切り捨てる。）とする。ただし、補助対象床面積に５１，７００円／

㎡（Is値０．３未満の場合は、５６，９００円／㎡とする。）及び３分の１を乗じた

額（千円未満の端数は、切り捨てる。）又は３，０００万円のいずれか低い額を限度

とする。 

 

    第２節 設計 

 （交付の申請） 

第１４条 設計費に係る補助金の交付を申請する者は、千葉市マンション耐震改修費補助

金交付申請書［設計費］（様式第１５号）に次の各号に掲げる書類を添付して、申請の

受付期間内に、市長に申請しなければならない。ただし、千葉市耐震診断費補助金の交

付を受けて耐震診断した場合、第１号、第３号及び第５号から第９号までに掲げる書類

の添付は省略することができる。 

（１）建築確認通知書の写し又は建築台帳記載事項証明書 

（２）耐震改修設計の実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの 

（３）申請者が管理組合の代表者であることが確認できる書類 

（４）耐震改修の設計に要する費用に係る見積書又はその写し 

（５）配置図、平面図、立面図等建物の概要がわかる図面 

（６）面積表等、用途別・階別・各住戸の面積が確認できるもの 

（７）管理規約の写し 

（８）区分所有部分ごとの用途並びに区分所有者の住所及び氏名の一覧表等、区分所有者

が現に居住する住宅の戸数が確認できるもの 

（９）現況の耐震診断報告書の写し（建築士で、事業要綱第２条第１８号ウ又は同号エの

いずれかに該当する者が作成するものに限る。なお、現況の耐震診断報告書の作成者



 

がマンション耐震診断士以外の場合は、建築士であることを証する書類及び耐震診断

講習会を修了したことを証する書類を添付すること。） 

（１０）設計者が事業要綱第２条第１８号エに該当する場合は、補助対象マンション

の当初の設計又は工事監理をした建築士又は建築士事務所に勤務する建築士で

あることを証する書類及び耐震診断講習会修了証の写し 

（１１）その他市長が必要と認める書類 

２ 全体設計承認事業により設計費に係る補助金の交付を申請する者は、前項の「申

請の受付期間内に」を「事業の初年度の受付期間内と、次年度以降の年度の初日に」

に読み替えるものとする。 

なお、当該年度の前年度以前に既に補助額の確定を受けている場合は当該補助額

を除いた額で交付申請するものとする。 

 （交付決定通知等） 

第１５条 市長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当

であると認めたときは、千葉市マンション耐震改修費補助金交付決定通知書［設計費］

（様式第１６号）により通知するものとする。 

２ 市長は、規則第４条第３項の規定により、補助金を交付することが適当でないと認め

たときは、千葉市マンション耐震改修費補助金不交付決定通知書（様式第１７号）によ

り速やかに通知するものとする。 

３ 補助事業者は、第１項の規定による通知を受けた後に設計に係る契約を締結し、補助

事業に着手するものとする。 

 （交付の条件） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合、次の各号に掲げる条

件を附するものとする。 

（１）補助事業の内容を変更又は中止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（２）当該年度の１月末日までに第２０条第１項の規定による報告ができない場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合（以下「遅延等（耐震改修工事）」という。）には、

速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

 （事業内容の変更） 

第１７条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により事業の内容を変更（軽

微な変更を除く。）するときは、千葉市マンション耐震改修費補助金変更交付申請書（様

式第１８号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、これにより補助

額を増額することはできない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当である

と認めたとき、千葉市マンション耐震改修費補助金変更交付決定通知書[設計費]（様式

第１９号）により通知するものとする。 

 （事業の取下げ及び事業の中止） 

第１８条 補助金の交付を申請した者は、第１５条に規定する交付決定通知前に事業の取

下げをしようとするときは、速やかに千葉市マンション耐震改修費補助事業取下げ届出

書（様式第２０号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、第１６条第１号に規定する事業の中止に係る承認を受けようとすると



 

きは、千葉市マンション耐震改修費補助事業中止承認申請書（様式第２１号）を市長に

提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、承認するこ

とが適当であると認めたときは、千葉市マンション耐震改修費補助事業中止承認書（様

式第２２号）により通知するものとする。 

 （設計の遅延等） 

第１９条 補助事業者は、第１６条第２号に規定する遅延等（耐震改修工事）について報

告するときは、千葉市マンション耐震改修費補助事業遅延等報告書（様式第２３号）を

市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第２０条 補助事業者は、設計（全体設計承認事業にあっては交付決定を受けた部分）の

完了を報告するときは、千葉市マンション耐震改修費補助事業実績報告書［設計］（様

式第２４号）に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

ただし、全体設計承認事業の初年度及び中間年度にあっては、第２号、初年度に実績報

告を行った場合の中間年度及び最終年度にあっては、第３号の書類の添付を省略するこ

とができる。 

（１）耐震改修設計図書 

（２）事業要綱第２条第７号に規定する耐震改修の計画認定書又は全体計画の認定書の写

し（建築確認が行われる場合は建築確認通知書の写し） 

（３）設計に係る契約書の写し 

（４）設計に係る領収書の写し 

（５）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による報告は、第１５条第１項の交付決定を受けた年度の１月末日までに

行うものとする。ただし、全体設計承認事業の初年度及び中間年度にあっては３月３１

日までとする。 

 （額の確定通知） 

第２１条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合、提出された書類を審査し、交付

決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、千葉市マ

ンション耐震改修費補助金額確定通知書［設計費］（様式第２５号）により通知するも

のとする。 

 （交付の請求） 

第２２条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を請求するときは、

千葉市マンション耐震改修費補助金交付請求書（様式第２６号）を、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を確認し、速やかに補

助金を交付するものとする。 

（代理受領） 

第２２条の２ 補助事業者は、前条による補助金の請求及びその受領を設計者に委任する

方法（以下「代理受領（設計（マンション））」という。）により行うことができる。 

２ 前項による場合、補助事業者は第２０条の規定による報告と同時に、代理請求及び代



 

理受領委任状（別記様式第１３号）を、市長に提出しなければならない。 

３ 第 1項による場合、補助事業者が第２１条の規定による通知を受け、設計者が補助金

の交付を請求するときは、千葉市マンション耐震改修費補助金交付請求書（様式第２６

号の２）を、市長に提出しなければならない。 

 （全体設計承認申請） 

第２３条 設計費に係る補助金の交付を申請する者は、複数年度に渡り事業を実施す

る場合には、千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計承認申請書［設計費］

（様式第２７号）を、事業の初年度の申請の受付期間内かつ設計に係る契約を締結

する前に、市長に申請しなければならない。 

 （全体設計承認通知等） 

第２４条 市長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当

であると認めたときは、千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計承認通知書［設

計費］（様式第２８号）により通知するものとする。 

２ 市長は、全体設計を承認することが適当でないと認めたときは、千葉市マンション耐

震改修費補助事業全体設計不承認通知書（様式第２９号）により速やかに通知するもの

とする。 

３ 第１項の通知を受けた者は、当該通知を受けた年度に補助金を受けようとする場合の

初年度を除き、第１５条第３項の規定は適用せず、当該通知を受けた後に設計に係る契

約をし、補助事業に着手することができるものとする。 

 （承認の条件） 

第２５条 市長は、前条の規定により全体設計の承認を通知する場合、次の各号に掲げる

条件を附するものとする。 

（１）補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

 （全体設計承認事業内容の変更） 

第２６条 全体設計承認を申請した者は、全体設計の承認後の事情の変更により事業の内

容を変更（軽微な変更を除く。）するときは、千葉市マンション耐震改修費補助事業全

体設計変更承認申請書（様式第３０号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当である

と認めたとき、千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計変更承認通知書［設計費］

（様式第３１号）により通知するものとする。 

 （全体設計承認事業の取下げ及び全体設計承認事業の中止） 

第２７条 全体設計承認を申請した者は、第２４条に規定する全体設計承認前に事業の取

下げをしようとするときは、速やかに千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計取

下げ届出書（様式第３２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 全体設計承認を申請した者は、第２５条第２号に規定する事業の中止に係る承認を受

けようとするときは、千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計中止承認申請書

（様式第３３号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、承認するこ

とが適当であると認めたときは、千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計中止承



 

認書（様式第３４号）により通知するものとする。 

 

    第３節 工事・監理 

 （交付の申請） 

第２８条 工事費（耐震改修工事）及び監理費に係る補助金の交付を申請する者は、千

葉市マンション耐震改修費補助金交付申請書［工事費・監理費］（様式第３５号）

を、部分改修工事費（耐震改修工事）に係る補助金の交付を申請する場合は、千葉

市マンション耐震改修費補助金交付申請書［部分改修工事に係る工事費・監理費］

（様式第３５号の２）を次の各号に掲げる書類を添付して、申請の受付期間内に、

市長に申請しなければならない。ただし、設計費に係る補助金の交付を受けた場合

は、第６号及び第８号から第１１号に掲げる書類の添付は省略することができる。 

（１）耐震改修に係る工事費（耐震改修工事）の見積書又はその写し（部分改修工事

費（耐震改修工事）に係る補助金の交付を申請する場合は、全体改修工事費（耐

震改修工事）と部分改修工事費（耐震改修工事）の各見積書又はその写し） 

（２）耐震改修に係る監理費の見積書又はその写し（部分改修工事費（耐震改修工事）

に係る補助金の交付を申請する場合は、全体改修工事に係る監理費と部分改修工

事に係る監理費の各見積書又はその写し） 

（３）耐震改修工事実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの 

（４）施工者（耐震改修工事）に係る次のいずれかの書類 

ア 事業要綱第２条第２０号アに該当する場合は、建設業法第３条第１項の規定

に基づく許可書の写し 

イ 事業要綱第２条第２０号ウに該当する場合は、補助対象マンションの建設工

事を請け負い当該マンションを建設した者であることを証する書類 

（５）監理者が事業要綱第２条第１９号に規定する要件を満たすことを証する書類 

（６）耐震改修設計図書 

（７）工程表（部分改修工事費（耐震改修工事）に係る補助金の交付を申請する場合

は、全体改修工事と部分改修工事の各工程表） 

（８）耐震改修工事前後の耐震診断報告書の写し（部分改修工事費（耐震改修工事）

に係る補助金の交付を申請する場合は、全体改修工事後の耐震診断報告書の写し

も添えること。） 

（９）耐震診断報告書の作成者が事業要綱第２条第１８号に規定する要件を満たすこ

とを証する書類 

（１０）事業要綱第２条第７号に規定する耐震改修の計画認定書又は全体計画の認定書の

写し（建築確認が行われる場合は建築確認通知書の写し） 

（１１）第１４条第１項第１号、第３号及び第５号から第８号までに掲げる書類 

（１２）その他市長が必要と認める書類 

２ 全体設計承認事業により工事費（耐震改修工事）及び監理費に係る補助金の交付を申

請する者は、前項の「申請の受付期間内に」を「事業の初年度の受付期間内と、次年度

以降の年度の初日に」と読み替えるものとする。 

なお、当該申請年度の前年度以前に既に補助額の確定を受けている場合は当該補助額



 

を除いた額で申請するものとする。 

３ 前２項の規定による申請は、設計費に係る補助金の交付を申請している場合、第２１

条に規定する設計費に係る補助額の確定通知後に行うものとする。 

 （規定の準用） 

第２９条 前条の申請があった場合、次に掲げる事項については、第１５条から第１９条

及び第２１条から第２２条の２の規定を準用する。 

（１）交付決定通知及び不交付決定通知 

（２）交付決定に当たって条件を附すこと。 

（３）事業内容の変更係る申請及び決定通知 

（４）事業の中止に係る承認申請及び承認通知 

（５）遅延等（耐震改修工事）の報告及び指示 

（６）補助金の額の確定通知 

（７）補助金の交付の請求 

（８）補助金の代理受領 

２ 前項の場合、次の表のア欄に掲げる規定の同表イ欄に掲げる字句は、同表ウ欄に掲げ

る字句に読み替えてこれらの規定を適用する。 

ア イ ウ 

第１５条 

第１項 

千葉市マンション耐震改修費補助

金交付決定通知書［設計費］（様

式第１６号） 

千葉市マンション耐震改修費補助

金交付決定通知書［工事費・監理

費］（様式第３６号） 

第１５条 

第３項 
設計 工事及び監理 

第１７条 

第２項 

千葉市マンション耐震改修費補助

金変更交付決定通知書［設計費］

（様式第１９号） 

千葉市マンション耐震改修費補助

金変更交付決定通知書［工事費・

監理費］（様式第３７号） 

第２１条 

千葉市マンション耐震改修費補助

金額確定通知書［設計費］（様式

第２５号） 

千葉市マンション耐震改修費補助

金額確定通知書［工事費・監理費］

（様式第４０号） 

第２２条 

の２ 

第１項 

設計者 
施工者（耐震改修工事）又は監理

者（マンション） 

第２２条 

の２ 

第１項 

代理受領（設計（マンション）） 代理受領（耐震改修工事） 

第２２条 

の２ 

第３項 

設計者 
施工者（耐震改修工事）又は監理

者（マンション） 

 （中間報告） 

第３０条 補助事業者は、耐震改修工事に着手した後、市長が指定する工程において、千



 

葉市マンション耐震改修費補助事業中間報告書（様式第３８号）に次の各号に掲げる書

類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）事業要綱第１０条第２項で規定する状況写真（市長の指定する工程までのもの） 

（２）耐震改修工事監理報告書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の報告を受けた時は、速やかにその内容の確認を行うとし、必要と認め

る場合においては、中間検査を実施することができる。 

 （実績報告） 

第３１条 補助事業者は、工事及び監理（全体設計承認事業にあっては交付決定を受けた

部分）の完了を報告するときは、千葉市マンション耐震改修費補助事業実績報告書［工

事・監理］（様式第３９号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、全体設計承認事業の初年度に実績報告を行った場合の中間年度及

び最終年度にあっては第２号の書類の添付を省略することができる。 

（１）事業要綱第１０条第２項で定める状況写真及び材料写真 

（２）工事及び監理に係る契約書の写し 

（３）工事及び監理に係る領収書の写し 

（４）耐震改修工事監理報告書の写し 

（５）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する報告は、第２９条の規定により準用する第１５条第１項の交付決定を

受けた年度の１月末日までに行うものとする。ただし、全体設計承認事業の初年度及び

中間年度にあっては３月３１日までとする。 

 （全体設計承認申請） 

第３２条 工事費（耐震改修工事）及び監理費に係る補助金の交付を申請する者は、複

数年度に渡り事業を実施する場合には、千葉市マンション耐震改修費補助事業全体

設計承認申請書［工事費・監理費］（様式第４１号）を、事業の初年度の申請の受

付期間内かつ工事及び監理に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければなら

ない。 

 （規定の準用） 

第３３条 前条の申請があった場合、次に掲げる事項については、第２４条から第２７条

の規定を準用する。 

（１）全体設計承認通知書 

（２）全体設計承認に当たって条件を附すこと。 

（３）全体設計承認事業内容の変更係る申請及び承認通知 

（４）全体設計承認事業の中止に係る承認申請及び承認通知 

２ 前項の場合、次の表のア欄に掲げる規定の同表イ欄に掲げる字句は、同表ウ欄に掲げ

る字句に読み替えてこれらの規定を適用する。 

ア イ ウ 

第２４条 

第１項 

千葉市マンション耐震改修費補助

事業全体設計承認通知書［設計費］

（様式第２８号） 

千葉市マンション耐震改修費補助

事業全体設計承認通知書［工事

費・監理費］（様式第４２号） 



 

第２４条 

第３項 
設計 工事及び監理 

第２６条 

第２項 

千葉市マンション耐震改修費補助

事業全体設計変更承認通知書［設

計費］（様式第３１号） 

千葉市マンション耐震改修費補助

事業全体設計変更承認通知書［工

事費・監理費］（様式第４３号） 

 

   第４章 住宅除却工事費補助金 

 （経費及び補助額） 

第３４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費（除却工事）」という。）

は、除却工事に要する費用で、施工者（除却工事）に支払う額（以下「工事費（除却工

事）」という。）とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。 

２ 補助額は、工事費（除却工事）の２３パーセント以内の額（千円未満の端数は、切り

捨てる。）かつ２０万円を限度とする。ただし、密集住宅市街地内の場合は、３０万円

を限度とする。 

 （交付の申請） 

第３５条 工事費（除却工事）に係る補助金の交付を申請する者は、千葉市住宅除却費補

助金交付申請書（様式第４６号）に、次の各号に掲げる書類を添付して、申請の受付期

間内かつ工事に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければならない。ただし、第

２号及び第３号の書類については、個人情報確認同意書（別記様式第１号）の提出によ

り省略することができる。また、同一年度内に千葉市耐震診断費補助金の交付を受けて

耐震診断した場合、第４号から第８号の書類の添付は省略することができる。木造住宅

の場合については、旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票（別記

様式第１４号）の提出により第４号の書類の添付は省略することができる。 

（１）工事費（除却工事）の見積書又はその写し 

（２）本市に在住している所有者全員の滞納無証明書 

（３）補助対象住宅の登記事項証明書又はそれに代わるもの 

（４）耐震改修工事前の耐震診断報告書の写し 

（５）診断に係る現地調査の写真その他関係資料 

（６）補助対象住宅の平面図 

（７）補助対象住宅の建築確認済証又はそれに代わるもの 

（８）第４号から第６号の書類の作成者が、次のいずれかに該当することを証する書類 

ア 木造の場合は、事業要綱第２条第１８号ア又はイの要件に該当する者 

イ 非木造の場合は、事業要綱第２条第１８号ウ又はエの要件に該当する 

 者 

（９）施工者（除却工事）に係る次のいずれかの書類 

ア 事業要綱第２条第２１号アに該当する場合は、当該規定の要件を満たすことを証

する書類 

イ 事業要綱第２条第２１号イに該当する場合は、建設業法第３条第１項の規定に基

づく許可書の写し 



 

（１０）その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定通知等） 

第３６条 市長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当

であると認めたときは、千葉市住宅除却費補助金交付決定通知書（様式第４７号）によ

り、速やかに通知するものとする。 

２ 市長は、規則第４条第３項の規定により、補助金を交付することが適当でないと認め

たときは、千葉市住宅除却費補助金不交付決定通知書（様式第４８号）により通知する

ものとする。 

３ 補助事業者は、第１項の規定による通知を受けた後に工事に係る契約を締結し、補助

事業に着手するものとする。 

 （交付の条件） 

第３７条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合、次の各号に掲げる条

件を附するものとする。 

（１）補助事業の内容を変更する場合又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ市長の

承認を受けること。 

（２）当該年度の１月末日までに第４１条第１項の規定による報告ができない場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合（以下「遅延等(除却工事)」という。）には、速やか

に市長に報告し、その指示を受けること。 

 （事業内容の変更） 

第３８条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により事業の内容を変更（軽

微な変更を除く。）するときは、千葉市住宅除却費補助金変更交付申請書（様式第４９

号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、これにより補助額を増額

することはできない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適当である

と認めたときは、千葉市住宅除却費補助金変更交付決定通知書（様式第５０号）により

通知するものとする。 

 （事業の取下げ及び事業の中止） 

第３９条 補助金の交付を申請した者が、第３６条に規定する交付決定通知前に事業の取

下げをしようとするときは、速やかに千葉市住宅除却費補助事業取下げ届出書（様式第

５１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、第３７条第１号に規定する事業の中止に係る承認を受けようとすると

きは、千葉市住宅除却費補助事業中止承認申請書（様式第５２号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、承認するこ

とが適当と認めたときは、千葉市住宅除却費補助事業中止承認書（様式第５３号）によ

り通知するものとする。 

 （遅延等） 

第４０条 補助事業者は、第３７条第２号に規定する遅延（除却工事）について報告する

ときは、千葉市住宅除却費補助事業遅延等報告書（様式第５４号）を市長に提出しなけ

ればならない。 



 

 （実績報告） 

第４１条 補助事業者は、除却工事の完了を報告するときは、千葉市住宅除却費補助事業

実績報告書（様式第５５号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）事業要綱第１０条第２項で定める状況写真及び材料写真 

（２）除却工事に係る契約書の写し及び領収書の写し 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による報告は、当該年度の１月末日までに行うものとする。 

 （額の確定通知） 

第４２条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合、提出された書類を審査し、交付

決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助額を確定し、千葉市住宅除

却費補助金額確定通知書（様式第５６号）により通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第４３条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を請求するときは、

次条による場合を除き、千葉市住宅除却費補助金交付請求書（様式第５７号）を、市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補

助金を交付するものとする。 

 （代理受領） 

第４３条の２ 補助事業者は、前条による補助金の請求及びその受領を施工者（除却工事）

に委任する方法（以下「代理受領（除却工事）」という。）により行うことができる。 

２ 前項による場合、補助事業者は第４１条の規定による報告と同時に、代理請求及び代

理受領委任状（別記様式第１０号）を、市長に提出しなければならない。 

３ 第 1項による場合、補助事業者が第４２条の規定による通知を受け、施工者（除却工

事）が補助金の交付を請求するときは、千葉市住宅除却費補助金交付請求書（様式第５

７号の２）を、市長に提出しなければならない。 

 

   第５章 指導・検査 

 （指導及び助言） 

第４４条 市長は、補助事業者に対して、耐震性能の向上について、指導及び助言を行う

ことができるものとする。 

 （検査） 

第４５条 市長は、耐震改修に係る工事の内容を確認するため、必要に応じて補助対象住

宅に立ち入って検査を行うことができるものとする。 

２ 市長は、前項の検査を行う場合、その日時を補助事業者と調整した上で決定するもの

とする。 

３ 市長は、検査に、補助事業者、施工者、設計者及び監理者の立会いを求めることがで

きる。 

４ 補助事業者、施工者、設計者及び監理者は、当該検査に協力しなければならない。 

５ 市長は、検査の結果、工事の内容が設計と異なると認めたとき、補助事業者及び施工



 

者に、工事の改善を指示することができる。 

６ 市長は、前項による指示を行った場合、再度検査を行うものとする。 

７ 市長は、前項の検査の結果、工事が適切に行われていないと認めた場合、補助金の交

付決定を取り消すことができる。 

 

   第６章 取消等 

 （決定の取消通知） 

第４６条 市長は、補助事業者が、前条第７項に該当すると認めた場合又は規則第１７条

第１項に該当する不正な行為を行ったと認めた場合、木造住宅にあっては、第５条第１

項の交付決定を取り消し、千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付決定取消通知書（様式

第１３号）により通知するものとする。 

また、マンションにあっては、第１５条第１項又は第２９条の規定により準用する第

１５条第１項の交付決定を取り消し、千葉市マンション耐震改修費補助金交付決定取消

通知書（様式第４４号）により通知するものとする。 

また、住宅（除却住宅）にあっては、第３６条第１項の交付決定を取り消し、千葉市

住宅除却費補助金交付決定取消通知書（様式第５８号）により通知するものとする。 

２ 全体設計承認事業にあっては、市長は、補助事業者が当該事業を中止したときに、既

に当該事業に係る補助金が支払われている場合、当該支払に係る部分の交付決定を取り

消し、千葉市マンション耐震改修費補助金交付決定取消通知書（様式第４４号）により

通知するものとする。 

 （返還命令） 

第４７条 市長は、補助事業者に対し、規則第１８条第１項の規定による補助金の返還命

令を行う場合、木造住宅にあっては、千葉市木造住宅耐震改修費補助金返還命令書（様

式第１４号）によるものとする。 

また、マンションにあっては、千葉市マンション耐震改修費補助金返還命令書（様式

第４５号）によるものとする。 

また、住宅（除却工事）にあっては、千葉市住宅除却費補助金返還命令書（様式第５

９号）によるものとする。 

 （権利譲渡の禁止） 

第４８条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供し

てはならない。 

 （有効活用） 

第４９条 補助事業者は、補助事業により耐震改修した住宅を、有効に活用するよう努め

なければならない。 

 （事業の遂行） 

第５０条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及び当該決定に付

した条件、その他法令に基づく市長の処分に従って事業を行わなければならない。 

２ 部分改修工事の補助事業者は、第１回耐震改修工事が完了してから１０年以内に建物

全体の耐震改修工事を完了するように努めるものとする。 

３ 部分改修工事の補助事業者は、建物全体の耐震改修工事を完了するまでの間、資金計



 

画の状況について、年一回報告をしなければならない。 

 

   第７章 補則 

 （補則） 

第５１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は都市局長が別

に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年５月１０日から施行する。 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年６月２６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、様式の記名押印部分は平成

２６年６月１日から施行する。 

２ この要綱の平成２６年４月１日から施行する様式は、平成２６年６月１日以降も当分

の間、使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１７日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調整された用紙は、当分

の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調整された用紙は、当分

の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

様式第１号              （表） 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付申請書 

 

      年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

〒    －     

申請者住所     区   
フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

木造住宅の耐震改修に係る工事費に対する補助金の交付を受けたいので、千葉市耐震改

修費補助金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。） 

   千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修

に係る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 建築物の概要 

所在地（地番）       区 

建築年月日     年  月  日 

階  数       階 住宅区分  □専用住宅 □兼用住宅 

上部構造評点 改修前 点 改修後 点 

居住している者 

 □ 所有者（ □ 申請者 □ 申請者以外 ） 

 ※所有者が居住していない場合 

居住者氏名（                ） 

   □ 配偶者      （所有者氏名：       ） 

□ 一親等の親族     （所有者氏名：       ） 

利子補給制度の利用の有無 □ 有       □ 無 

□ 都市計画法又は建築基準法に違反していない 

□ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に

基づき、指定された区域に建築されていない 

□ 過去に千葉市耐震改修費補助事業又は千葉市耐震シェルター設置費補助事業

による補助金の交付を受けていない 

 

（裏面に続く） 

 

捨印 



 

（裏） 

３ 交付申請額（＊）  

 

 

 

 

４ 耐震改修工事事業期間（予定） 

着手     年  月  日   完了     年  月  日 

５ 交付申請額の算出の基礎 

（１）補助額の算定 

ア 工事費（税抜きの見積額）                 円 （Ａ） 

イ 補助基本額         Ａ×４／５＝         円 （Ｂ） 

  ウ 限度額                 １，１５０，０００円 （Ｃ） 

  エ 補助額 Ｂ又はＣのいずれか低い額             円 （Ⅾ）＊ 

  オ 利子補給制度を利用する場合 Ⅾ×１／２＝         円  ＊ 

                                              （交付申請額は、千円未満を切り捨てる） 

６ 施工者 

（１）名称            

（２）区分 □ 市内業者・建設業法第３条第１項に規定する許可あり 

      □ 市内業者・建設業法第３条第１項に規定する許可なし 

□ 補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者 

（添付書類） 

１ 見積書（耐震改修工事等にかかる経費の内訳がわかるもの）又はその写し 

２ 住民票の写し（申請者のもの。ただし、申請者が居住していない場合は、当該住宅に居住している所有者の配偶者又

は一親等の親族のもの）（※１） 

３ 滞納無証明書（千葉市内に在住している所有者全員又は申請者のもの）（※１） 

４ 登記事項証明書（建物） （※２） 

５ 建築確認済証又はこれに代わるもの 

６ 改修前後の精密耐震診断報告書の写し 

７ 精密診断に係る現地調査の写真その他関係資料 

８ 平面図、詳細図、改修一覧表（二段階耐震改修工事における平面図及び改修一覧表は段階別に作成したものとする） 

９ ６～８の書類の作成者の資格を証する書類(※３)  

１０ 施工者の資格を証する書類（※４） 

１１ その他市長が認める書類 

(※１)個人情報確認同意書(別記様式第１号) ２、３及び４を省略可能 

(※２)同意書  所有者が複数人いる場合、所有者全員からの同意書 

申請者が居住していない場合、居住者からの同意書 

申請者が所有者ではない場合、所有者全員からの同意書 

(※３)作成者が千葉市木造住宅耐震診断士ではない場合 

ア 木造住宅耐震診断講習会を修了したことを証する書類 

イ 建築士であることを証する書類 

(※４)施工者の資格を証する書類とは 

ア 市内業者で建設業法第３条第１項に規定する許可がある者：建設業法による許可書の写し 

イ 市内業者で建設業法第３条第１項に規定する許可がない者：事業要綱第２条第１７号イにおいて規定する要件を

満たすことを証する書類 

ウ 補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者：契約書の写し等、要件を満たすことを証

する書類 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

 

捨印 



 

様式第２号 

千葉市指令   第   号 

 

         様 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった木造住宅耐震改修費補助金について、次の

とおり交付することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第５条第１項の規

定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地 

     区 

３ 補助金の交付決定額 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

 
   ０ ０ ０ 

  利子補給制度利用の有無   □ 有   □ 無 

４ 交付の条件  

（１）事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長の承認を受

けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日までに耐震改修工事の完了を報告できない場合又はその遂行が

困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費補

助金交付要綱を遵守すること。 

 



 

様式第３号 

千葉市指令   第   号 

 

        様 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金不交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった木造住宅耐震改修費補助金について、次の

理由により交付しないことを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第５条第２

項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           印 

 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係る

工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

 

 

審査請求等について 

  １ この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

  ２ この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第４号            （表） 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金変更交付申請書 

 
    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

〒    －     

申請者住所     区   

フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市指令  第  号により耐震改修費補助金の交付

決定のあった工事について、下記のとおり変更したいので、千葉市耐震改修費補助金交付

要綱第７条第１項の規定により下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。） 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの  

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

      区 

３ 変更区分 

  □ 補助額の変更 

  □ 上記以外の変更 

４ 変更内容 

   変更前 変更後 

内
容 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 

 

（裏面に続く）

 

捨印 



 

（裏） 

６ 変更交付申請額 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

 

７ 変更交付申請額の算出の基礎 

（１）補助額の算定 

ア 工事費（税抜きの見積額）                 円 （Ａ） 

イ 補助基本額         Ａ×４／５＝         円 （Ｂ） 

  ウ 限度額                 １，１５０，０００円 （Ｃ） 

  エ 補助額 Ｂ又はＣのいずれか低い額             円  ＊ 

                                          （交付申請額は、千円未満を切り捨てる） 

 

（添付書類） 

１ 変更内容が確認できる資料 

２ 補助額が変更となる場合 

  変更後の補助対象経費に係る見積書の写し 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第５号 

千葉市指令   第   号 

 

           様 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金変更交付決定通知書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった耐震改修費補助金に係る変更交付申請に

ついて、次のとおり交付することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

７条第２項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に

係る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地 

       区 

３ 補助金の交付決定額（変更後） 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

４ 補助金の変更額 

  マイナス    ，０００円(従前の交付決定額   ，０００円) 

５ 変更内容 

 

 

６ 交付の条件 

（１）事業の内容を変更しようとする場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日までに耐震改修工事の完了を報告できない場合又はその遂行

が困難となった場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費

補助金交付要綱を遵守すること。



 

様式第６号 

千葉市木造住宅耐震改修費補助事業取下げ届出書 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     

申請者住所     区   
フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号 

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @ 

 

     年  月  日付けで耐震改修費補助金の交付申請を行いましたが、下記の理

由により耐震改修の交付申請を取り下げたいので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第８

条第１項の規定により本届出書を提出します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。） 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

       区 

３ 取下げの理由（該当する理由の□にレを付すこと。その他の場合、理由を簡潔に記載すること。） 

   □住宅を使用しないことになった（可能性が出てきた） 

□住宅を建替えることにした 

□工事内容、経費を再考したい 

□資金を用意することが困難となった 

□その他＝ 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第７号 

千葉市木造住宅耐震改修費補助事業中止承認申請書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒    －     

申請者住所     区   
フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号 

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @ 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号で耐震改修費補助金の交付決

定のあった工事を中止し、交付申請を取り下げたいので、千葉市耐震改修費補助金交付要

綱第８条第２項の規定により申請します。 

 

１ 補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。） 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

       区 

３ 中止の理由（該当する理由の□にレを付すこと。その他の場合、理由を簡潔に記載すること。） 

   □住宅を使用しないことになった（可能性が出てきた） 

□住宅を建替えることにした 

□工事内容、経費を再考したい 

□資金を用意することが困難となった 

□その他＝ 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第８号 

千葉市指令   第   号 

 

           様 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助事業中止承認書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった耐震改修費補助事業の中止について承認

し、    年  月  日付け千葉市指令   第   号の耐震改修費補助金の交付

決定を取り消したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第８条第３項の規定により通知

します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

       区 

３ 取り消す補助金の交付決定額 

       ，０００円 



 

 

様式第９号 

千葉市木造住宅耐震改修費補助事業遅延等報告書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒    －     

報告者住所     区   

フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号で耐震改修費補助金の交付決

定のあった工事について、当初の計画どおり実施することが困難となったので、千葉市耐

震改修費補助金交付要綱第９条の規定により報告します。 

 

１ 補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。） 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に

係る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

        区 

３ 報告事項（該当する項目の□にレを付すこと。） 

□ 当該年度の１月末日までに完了しない（完了予定日：    年  月  日） 

□ 事業の遂行が困難となった 

□ その他＝ 

４ 理由   

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

 

様式第１０号 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助事業実績報告書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     

報告者住所     区   
フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市指令   第   号により補助金の交付決定の

あった耐震改修に係る工事を完了したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第１０条第

１項の規定により報告します。 

１ 補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。） 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に

係る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

        区 

３ 耐震改修工事事業期間 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

４ 補助金の交付決定額 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

（添付書類） 

１ 工事に係る契約書及び領収書の写し 

２ 状況写真及び材料写真 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第１１号 

千葉市達   第    号 

 

       様 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金額確定通知書 

 

 

     年  月  日付け千葉市木造住宅耐震改修費補助事業実績報告書により、耐

震改修に係る工事に対する補助額を次のとおり確定したので、千葉市耐震改修費補助金交

付要綱第１１条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長          印 

 

 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

        区 

 



 

様式第１２号 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     

請求者住所     区   

フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

     年  月  日付け千葉市達   第    号千葉市木造住宅耐震改修費補

助金額確定通知書により確定した補助金について、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第１

２条第１項の規定により、その交付を請求します。 

交付請求額 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

 

 

 補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。） 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第１２号の２ 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書 

 

  年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     
住   所                    

 

会 社 名                    

 

代表者氏名                  印  

連絡先電話番号     

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市達   第    号千葉市木造住宅耐震

改修費補助金額確定通知書により確定した補助金について、千葉市耐震改修費

補助金交付要綱第１２条の２第３項の規定により、その交付を請求します。 

交付請求額 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

 

 

 補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。） 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震

改修に係る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思

に関わる変更を行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第１３号 

千葉市指令   第   号 

 

         様 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付決定取消通知書 

 

 

    年  月  日付け千葉市指令    第     号により通知した木造

住宅耐震改修費補助金交付決定を、次のとおり取り消したので、千葉市耐震改修費補助金

交付要綱第４６条第１項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地 

     区 

３ 取り消す補助金の交付決定額 

，０００円 

４ 取消しの理由 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第１４号             (表) 

千葉市指令   第   号 

 

         様 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助金返還命令書 

 

 

千葉市木造住宅耐震改修費補助事業に係る補助金について、千葉市耐震改修費補助金交

付要綱第４７条の規定により、その返還を命ずる。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係

る工事のうち、下記に該当するもの 

□ 耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。） 

□ 二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの 

□ 二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地 

     区 

３ 返還を命ずる金額  

４ 返還期限 

      年  月  日まで 

５ 返還を命ずる理由  

 

 

６ 返還方法   

 

 

 

（裏面に続く） 

補助金の交付決定額      ，０００円 （    年  月  日通知） 

（    年  月  日交付） 補助金の既交付額      ，０００円 

返還を命ずる金額 ，０００円 



 

(裏) 

（注意事項） 

市長が定める納付期限までに納付しなかったときは、延滞金を市に納付しなければなら

ない。延滞金の額の計算及び減額又は免除については、千葉市税外収入金に係る延滞金の

徴収に関する条例（昭和３９年千葉市条例第３４号）の規定の例による。 

 

 

審査請求等について 

１ この命令についての審査請求は、この命令があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この命令の取消しを求める訴訟は、この命令があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



 

様式第１５号             （表） 

千葉市マンション耐震改修費補助金交付申請書 

［設計費］ 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称 

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

マンションの耐震改修に係る設計費に対する補助金の交付を受けたいので、千葉市耐震

改修費補助金交付要綱第１４条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容 

  千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号に定める耐震改修に係る設計 

２ 補助対象住宅の所在地（地番）、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 交付申請額（＊） 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

４ 交付申請額の算出の基礎（補助金申請年度分のみ） 

（１）補助対象経費（税抜きの見積額）                円 （Ａ） 

（２）補助額の算定 

ア 既交付決定額（全体設計承認事業の場合）           円 （Ｂ） 

イ 補助基本額        Ａ×２／３－Ｂ＝         円 （Ｃ） 

ウ 限度額 

（ア）５万円×戸数－Ｂ＝５万円×   戸数－Ｂ＝          円 （Ｄ） 

（イ）            ５００万円－Ｂ＝          円 （Ｅ） 

  エ 補助額 Ｃ、Ｄ又はＥのいずれか低い額            円  ＊ 

                                             （交付申請額は、千円未満を切り捨てる） 

５ 事業期間（予定） 

（１）着手     年  月  日 

（２）完了     年  月  日 

（裏面に続く） 

 

 捨印 

 



 

（裏） 

※複数棟申請する場合は、棟ごとに裏面を作成し、提出してください。 

 

６ 補助対象住宅 

建築年月日 昭和 年 月 日 構造 造 

階数 階 戸数 戸 

延べ面積 ㎡ 
住宅以外の部分

の床面積 

㎡ 

割合      % 

管理組合での決議 年  月  日決議 

□ 都市計画法又は建築基準法に違反していない 

□ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に

基づき、指定された区域に建築されていない 

□ 過去に千葉市耐震改修費補助事業による補助金の交付を受けていない 

 

７ 構造耐震指標 Is 値を算出した耐震診断実施年度 

実施年度     年度、Is 値      

８ 設計者 

（１）氏名            

（２）区分 □ 千葉市マンション耐震診断士 登録番号     号 

□ 補助対象住宅の当初の設計又は工事監理をした建築士又は建築士事 

務所に勤務する建築士 

 耐震診断講習会受講日     年  月  日 
（添付書類） 

１ 申請時に添付する書類 

（ただし、耐震診断に係る補助金の交付を受けて耐震診断した場合、（１）、（３）及び（５）から（９）は省略でき

る。全体設計承認を受けた場合、（１）から（９）は省略できる。） 

（１）建築確認通知書の写し又は建築台帳記載事項証明書 

（２）耐震改修設計の実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの 

（３）申請者が管理組合の代表者であることが確認できる書類 

（４）耐震改修の設計に要する費用に係る見積り書又はその写し 

（５）配置図、平面図、立面図等建物の概要がわかる図面 

（６）面積表等、用途別・階別・各住戸の面積が確認できるもの 

（７）管理規約の写し 

（８）区分所有部分ごとの用途並びに区分所有者の住所及び氏名の一覧表等、区分所有者が現に居住する住宅の戸数が

確認できるもの 

（９）現況の耐震診断報告書の写し 

 （１０）その他市長が必要と認める書類  

 

２ 次に該当するマンションのみ提出するもの 

現況の耐震診断報告書の作成者及び設計者が千葉市マンション診断士ではなく、補助対象住宅の当初の設計又は

工事監理をした建築士又は建築士事務所に勤務する建築士である場合 

ア 補助対象住宅の当初の設計又は工事監理をした建築士又は建築士事務所に勤務 する建築士であることを証

する書類 

イ 耐震診断講習会受講修了証の写し 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

 捨印 

 



 

様式第１６号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

         様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金交付決定通知書 

［設計費］ 

 

 

    年  月  日付けで申請のあったマンション耐震改修費補助金について、次

のとおり交付することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第１５条第１項

の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号に定める耐震改修に係る設計 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 補助金の交付決定額 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

４ 交付の条件  

（１）事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長の承認を受

けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日（全体設計承認事業の初年度及び中間年度にあっては当該年度

の３月３１日まで）までに設計の完了を報告できない場合又はその遂行が困難となっ

た場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費補

助金交付要綱を遵守すること。  



 

様式第１７号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

        様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金不交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあったマンション耐震改修費補助金［ 設計費 

工事費・監理費 ］について、次の理由により交付しないことを決定したので、千葉市耐

震改修費補助金交付要綱第１５条第２項又は第１５条第２項の規定を準用する第２９条の

規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           印 

 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

  １ この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

  ２ この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



 

様式第１８号            （表） 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金変更交付申請書 

 
    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称                     

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市指令  第  号により耐震改修費補助金の交付

決定のあった〔 設計 工事及び監理 〕について、下記のとおり変更したいので、千葉

市耐震改修費補助金交付要綱第１７条第１項の規定により下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助対象住宅の所在地（地番） 

  （１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 変更区分 

  □ 補助額の変更 

  □ 上記以外の変更 

３ 変更内容 

   変更前 変更後 

内
容 

  

４ 変更理由   

 

（裏面に続く）

 

捨印 



 

（裏） 

５ 変更交付申請額 

金 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

  
 

 

 

 

 

 
０ ０ ０ 

 

６ 変更交付申請額の算出の基礎（設計費） 

（１）補助対象経費（税抜きの見積額）                円 （Ａ） 

（２）補助額の算定 

ア 既交付決定額（全体設計承認事業の場合）           円 （Ｂ） 

イ 補助基本額        Ａ×２／３－Ｂ＝         円 （Ｃ） 

ウ 限度額 

（ア）５万円×戸数－Ｂ＝５万円×   戸数－Ｂ＝          円 （Ｄ） 

（イ）            ５００万円－Ｂ＝          円 （Ｅ） 

  エ 補助額 Ｃ、Ｄ又はＥのいずれか低い額            円  ＊ 

                                             （交付申請額は、千円未満を切り捨てる） 

 

７ 変更交付申請額の算出の基礎（工事費・監理費） 

（１）補助対象経費（税抜きの見積額） 

ア 工事費                           円  

イ 監理費                           円  

  計                             円 （Ａ） 

（２）補助額の算定 

ア 既交付決定額（全体設計承認事業の場合）          円 （Ｂ） 

イ 補助基本額       Ａ×１／３－Ｂ＝         円 （Ｃ） 

ウ 限度額       ３，０００万円－Ｂ＝         円 （Ｄ） 

エ 面積単価による限度額 

（ア）Is値が０．３以上の部分 

51,700 円×補助対象面積     ㎡×１／３＝         円 （Ｅ） 

（イ）Is値が０．３未満の部分 

56,900 円×補助対象面積     ㎡×１／３＝         円 （Ｆ） 

   （ウ）             Ｅ＋Ｆ－Ｂ＝         円 （Ｇ） 

オ 補助額 Ｃ、Ｄ又はＧのいずれか低い額           円  ＊ 

                    （交付申請額は、千円未満を切り捨てる） 

（添付書類） 

１ 変更内容が確認できる資料 

２ 補助額が変更となる場合 

  変更後の補助対象経費に係る見積書の写し  

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第１９号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

           様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金変更交付決定通知書 

［設計費］ 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった耐震改修費補助金に係る変更交付申請に

ついて、次のとおり交付することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

１７条第２項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号に定める耐震改修に係る設計 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 補助金の交付決定額      

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

４ 補助金の変更額 

  マイナス   ，０００円(従前の交付決定額   ，０００円) 

５ 変更内容 

 

 

６ 交付の条件 

（１）事業の内容を変更しようとする場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日（全体設計承認事業の初年度及び中間年度にあっては当該年

度の３月３１日まで）までに設計の完了を報告できない場合又はその遂行が困難と

なった場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費

補助金交付要綱を遵守すること。 



 

様式第２０号 

千葉市マンション耐震改修費補助事業取下げ届出書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

〒     － 

申請者住所     区    

管理組合の名称                     

代表者の氏名            （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

法人の場合は記名押印してください。              

連絡先電話番号        

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

     年  月  日付けで耐震改修費補助金［ 設計費 工事費・監理費 ］の交

付申請を行いましたが、下記の理由により耐震改修の交付申請を取り下げたいので、千葉

市耐震改修費補助金交付要綱第１８条第１項又は第１８条第１項の規定を準用する第２９

条の規定により本届出書を提出します。 

 

１ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 取下げの理由（該当する理由の□にレを付すこと。その他の場合、理由を簡潔に記載すること。） 

  □住宅を使用しないことになった（可能性が出てきた） 

□住宅を建替えることにした 

□工事内容、経費を再考したい 

□資金を用意することが困難となった 

□その他＝  

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第２１号 

千葉市マンション耐震改修費補助事業中止承認申請書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称                     

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号で耐震改修費補助金の交付決

定のあった［ 設計 工事及び監理 ］を中止し、交付申請を取り下げたいので、千葉市

耐震改修費補助金交付要綱第１８条第２項又は第１８条第２項の規定を準用する第２９条

の規定により申請します。 

 

１ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 中止の理由（該当する理由の□にレを付すこと。その他の場合、理由を簡潔に記載すること。） 

  □住宅を使用しないことになった（可能性が出てきた） 

□住宅を建替えることにした 

□工事内容、経費を再考したい 

□資金を用意することが困難となった 

□その他＝ 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第２２号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

           様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業中止承認書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった耐震改修費補助事業の中止について承認

し、    年  月  日付け千葉市指令   第   号の耐震改修費補助金の交付

決定を取り消したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第１８条第３項又は第１８条第

３項の規定を準用する第２９条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号又は第１１号に定める耐震改修に係

る［ 設計 工事及び監理 ］ 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 取り消す補助金の交付決定額 

      ，０００円  



 

様式第２３号 

千葉市マンション耐震改修費補助事業遅延等報告書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

〒     － 

報告者住所     区     

管理組合の名称                     

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号で耐震改修費補助金の交付決

定のあった［ 設計 工事及び監理 ］について、当初の計画どおり実施することが困難

となったので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第１９条又は第１９条の規定を準用する

第２９条の規定により報告します。 

 

１ 補助対象住宅の所在地、名称 

 （１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 報告事項 

□ 当該年度の１月末日までに完了しない（完了予定日：    年  月  日） 

□ 事業の遂行が困難となった 

□ その他＝ 

３ 理由   

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第２４号 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業実績報告書 

［設計］ 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

〒     － 

報告者住所     区     

管理組合の名称                     

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

 

    年  月  日付け千葉市指令   第   号により補助金の交付決定の

あった耐震改修に係る設計を完了したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２０条第

１項の規定により報告します。 

 

 １ 補助対象住宅の所在地、名称 

 （１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 事業期間 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

３ 補助金の交付決定額 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

（添付書類） 

（１）耐震改修設計図 

（２）耐震改修の計画認定書又は全体計画の認定書の写し 

（建築確認が行われる場合は、建築確認通知書の写し） 

（３）設計に係る契約書及び領収書の写し 

※ 全体設計承認事業の初年度及び中間年度にあっては（２）、初年度に実績報告を行った場合の中間年度及び最終

年度にあっては（３）の書類は必要なし  

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第２５号 

千葉市達   第    号 

（管理組合の名称） 

       様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金額確定通知書 

［設計費］ 

 

 

     年  月  日付け千葉市マンション耐震改修費補助事業実績報告書［設計］

により、耐震改修に係る設計に対する補助額を次のとおり確定したので、千葉市耐震改修

費補助金交付要綱第２１条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長          印 

 

 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号に定める耐震改修に係る設計 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 



 

様式第２６号 

千葉市マンション耐震改修費補助金交付請求書 
 

  年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒     － 

請求者住所     区   

  

管理組合の名称                     

代表者の氏名           （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以

外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印して

ください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @ 

  

 

    年  月  日付け千葉市達   第    号千葉市マンション耐

震改修費補助金額確定通知書［ 設計費 工事費・監理費 ］により確定した

補助金について、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２２条第１項又は第２２

条第１項の規定を準用する第２９条の規定により、その交付を請求します。 

交付請求額 

金 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

     ０ ０ ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思

に関わる変更を行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第２６号の２ 

千葉市マンション耐震改修費補助金交付請求書 

 

  年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     
住   所                    

 

会 社 名                    

 

代表者氏名                 印 

連絡先電話番号     

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市達   第    号千葉市マンション耐震改修費補

助金額確定通知書［ 設計費 工事費・監理費 ］により確定した補助金について、千葉市

耐震改修費補助金交付要綱第２２条の２第３項又は第２２条の２第３項の規定を準用する

第２９条の規定により、その交付を請求します。 

交付請求額 

金 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

     ０ ０ ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第２７号             （表） 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計承認申請書 

［設計費］ 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称 

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

マンションの耐震改修に係る設計費に対する全体設計の承認を受けたいので、千葉市耐

震改修費補助金交付要綱第２３条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容 

  千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号に定める耐震改修に係る設計 

２ 補助対象住宅の所在地（地番）、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 交付申請予定額  

 全体計画 
年度別計画 

初年度  年度  年度 

（Ａ）補助対象経費     

補
助
額
の
算
定 

（Ｂ）既交付決定額の合計 ― ―   

（Ｃ）補助基本額 

Ａ×２／３－Ｂ＝ 
    

限
度
額 

（Ｄ）５万円×戸数－Ｂ＝     

（Ｅ）５００万円―Ｂ＝     

交付予定額 

Ｃ、Ｄ又はＥのいずれか低い額 
（交付予定額は、千円未満を切り捨てる） 

    

 

 

 

 

捨印 



 

（裏面に続く） 

（裏） 

※複数棟申請する場合は、棟ごとに裏面を作成し、提出してください。 

 

５ 事業期間（予定） 

（１）着手     年  月  日 

（２）完了     年  月  日 

６ 補助対象住宅 

建築年月日 昭和 年 月 日 構造 造 

階数 階 戸数 戸 

延べ面積 ㎡ 
住宅以外の部分

の床面積 

㎡ 

割合      % 

管理組合での決議 年  月  日決議 

□ 都市計画法又は建築基準法に違反していない 

□ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に

基づき、指定された区域に建築されていない 

□ 過去に千葉市耐震改修費補助事業による補助金の交付を受けていない 

７ 構造耐震指標 Is 値を算出した耐震診断実施年度 

実施年度     年度、Is 値      

８ 設計者 

（１）氏名            

（２）区分 □ 千葉市マンション耐震診断士 登録番号     号 

□ 補助対象住宅の当初の設計又は工事監理をした建築士又は建築士事 

務所に勤務する建築士 

 耐震診断講習会受講日     年  月  日 
（添付書類） 

１ 申請時に添付する書類 

（ただし、耐震診断に係る補助金の交付を受けて耐震診断した場合、（１）、（３）及び（５）から（９）は省略でき

る。） 

（１）建築確認通知書の写し又は建築台帳記載事項証明書 

（２）耐震改修設計の実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの 

（３）申請者が管理組合の代表者であることが確認できる書類 

（４）耐震改修の設計に要する費用に係る見積り書又はその写し 

（５）配置図、平面図、立面図等建物の概要がわかる図面 

（６）面積表等、用途別・階別・各住戸の面積が確認できるもの 

（７）管理規約の写し 

（８）区分所有部分ごとの用途並びに区分所有者の住所及び氏名の一覧表等、区分所有者が現に居住する住宅の戸数が

確認できるもの 

（９）現況の耐震診断報告書の写し 

 （１０）その他市長が必要と認める書類  

２ 次に該当するマンションのみ提出するもの 

現況の耐震診断報告書の作成者及び設計者が千葉市マンション診断士ではなく、補助対象住宅の当初の設計又は

工事監理をした建築士又は建築士事務所に勤務する建築士である場合 

ア 補助対象住宅の当初の設計又は工事監理をした建築士又は建築士事務所に勤務 する建築士であることを証

する書類 

イ 耐震診断講習会受講修了証の写し 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第２８号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

         様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計承認通知書 

［設計費］ 

 

 

    年  月  日付けで申請のあったマンション耐震改修費補助事業全体設計

について、次のとおり承認することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

２４条第１項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号に定める耐震改修に係る設計 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 補助金の交付予定額 

  全体計画 
年度別計画 

初年度  年度  年度 

補助対象経費         

交付予定額         

４ 交付の条件  

（１）事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長の承認を受

けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費補

助金交付要綱を遵守すること。 

 

注意 この通知は補助金の交付を保証するものではありません。補助金の交付を受ける場合は、補助金を受け

ようとする年度に補助金の交付申請を行い、市から交付決定通知を受けて下さい。 

 



 

様式第２９号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

        様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計不承認通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあったマンション耐震改修費補助事業全体設計

［ 設計費 工事費・監理費 ］について、次の理由により承認しないことを決定したの

で、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２４条第２項又は第２４条第２項の規定を準用す

る第３３条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           印 

 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

  １ この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

  ２ この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



 

様式第３０号            （表） 

 

千葉市マンション耐震改修費補事業全体設計変更承認申請書 

 
    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称                     

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市指令  第  号によりマンション耐震改修費補

助事業全体設計の承認のあった〔 設計 工事及び監理 〕について、下記のとおり変更

したいので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２６条第１項又は第２６条第１項の規定

を準用する第３３条の規定により下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助対象住宅の所在地（地番） 

  （１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 変更区分 

  □ 補助額の変更 

  □ 上記以外の変更 

３ 変更内容 

   変更前 変更後 

内
容 

  

４ 変更理由   

 

（裏面に続く）

 

捨印 



 

（裏） 

６ 変更交付予定額の算出の基礎（設計費） 

 全体計画 
年度別計画 

初年度  年度  年度 

（Ａ）補助対象経費     

補
助
額
の
算
定 

（Ｂ）既交付決定額の合計 ― ―   

（Ｃ）補助基本額 

Ａ×２／３－Ｂ＝ 
    

限
度
額 

（Ｄ）５万円×戸数－Ｂ＝     

（Ｅ）５００万円－Ｂ＝     

交付予定額 

Ｃ、Ｄ又はＥのいずれか低い額 
（交付予定額は、千円未満を切り捨てる） 

    

７ 変更交付予定額の算出の基礎（工事費・監理費） 

 全体計画 
年度別計画 

初年度  年度  年度 

工事費     

監理費     

（Ａ）補助対象経費 

工事費＋監理費 
    

補
助
額
の
算
定 

（Ｂ）既交付決定額 ― ―   

（Ｃ）補助基本額 

Ａ×１／３－Ｂ＝ 
    

限
度
額 

（Ｄ）３，０００万円－Ｂ＝       

（Ｅ）Is値が０．３以上の部分 

 51,700円×補助対象面積×１／３＝  
    

（Ｆ）Is値が０．３未満の部分 

 56,900円×補助対象面積×１／３＝  
    

（Ｇ）Ｅ＋Ｆ－Ｂ＝     

交付予定額 

Ｃ、Ｄ又はＧのいずれか低い額 
（交付予定額は、千円未満を切り捨てる） 

    

（添付書類） 

１ 変更内容が確認できる資料 

２ 補助額が変更となる場合、変更後の補助対象経費に係る見積書の写し 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第３１号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

           様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計変更承認通知書 

［設計費］ 

 

 

      年  月  日付けで申請のあったマンション耐震改修費補助事業全体設計

に係る変更承認申請について、次のとおり承認することを決定したので、千葉市耐震改

修費補助金交付要綱第２６条第２項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号に定める耐震改修に係る設計 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 補助金の交付予定額（全年度分） 

  全体計画 
年度別計画 

初年度  年度  年度 

補助対象経費         

交付予定額         

４ 補助金の変更額 

  マイナス   ，０００円(従前の交付予定額   ，０００円) 

５ 変更内容 

   

 

６ 交付の条件 

（１）事業の内容を変更しようとする場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費

補助金交付要綱を遵守すること。



 

様式第３２号 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計取下げ届出書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

〒     － 

申請者住所     区    

管理組合の名称                     

代表者の氏名            （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

法人の場合は記名押印してください。              

連絡先電話番号        

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

     年  月  日付けでマンション耐震改修費補助事業全体設計［ 設計 工事

及び監理 ］の承認申請を行いましたが、下記の理由により承認申請を取り下げたいので、

千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２７条第１項又は第２７条第１項の規定を準用する第

３３条の規定により本届出書を提出します。 

 

１ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 取下げの理由（該当する理由の□にレを付すこと。その他の場合、理由を簡潔に記載すること。） 

  □住宅を使用しないことになった（可能性が出てきた） 

□住宅を建替えることにした 

□工事内容、経費を再考したい 

□資金を用意することが困難となった 

□その他＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第３３号 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計中止承認申請書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称                     

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号でマンション耐震改修費補助

事業全体設計の承認のあった［ 設計 工事及び監理 ］を中止し、承認申請を取り下げ

たいので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２７条第２項又は第２７条第２項の規定を

準用する第３３条の規定により申請します。 

 

１ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 中止の理由（該当する理由の□にレを付すこと。その他の場合、理由を簡潔に記載すること。） 

  □住宅を使用しないことになった（可能性が出てきた） 

□住宅を建替えることにした 

□工事内容、経費を再考したい 

□資金を用意することが困難となった 

□その他＝ 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第３４号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

           様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計中止承認書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあったマンション耐震改修費補助事業全体設計

の中止について承認し、    年  月  日付け千葉市指令   第   号のマン

ション耐震改修費補助事業全体設計の承認を取り消したので、千葉市耐震改修費補助金交

付要綱第２７条第３項又は第２７条第３項の規定を準用する第３３条の規定により通知し

ます。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号又は第１１号に定める耐震改修に係

る［ 設計 工事及び監理 ］ 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 取り消す補助金の交付決定額 

      ，０００円



 

様式第３５号             （表） 

千葉市マンション耐震改修費補助金交付申請書 

［工事費・監理費］ 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称 

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

マンションの耐震改修に係る工事費・監理費に対する補助金の交付を受けたいので、千葉市

耐震改修費補助金交付要綱第２８条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容 

   千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号に定める耐震改修に係る工事及び監理 

２ 補助対象住宅の所在地（地番）、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 交付申請額（＊） 

金 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

     ０ ０ ０ 

４ 交付申請額の算出の基礎（補助金申請年度分のみ） 

（１）補助対象経費（税抜きの見積額） 

ア 工事費                          円  

イ 監理費                          円  

  計                            円 （Ａ） 

（２）補助額の算定 

ア 既交付決定額（全体設計承認事業の場合）          円 （Ｂ） 

イ 補助基本額       Ａ×１／３－Ｂ＝         円 （Ｃ） 

ウ 限度額       ３，０００万円－Ｂ＝         円 （Ｄ） 

エ 面積単価による限度額 

（ア）Is値が０．３以上の部分 

51,700 円×補助対象面積     ㎡×１／３＝         円 （Ｅ） 

（イ）Is値が０．３未満の部分 

56,900 円×補助対象面積     ㎡×１／３＝         円 （Ｆ） 

   （ウ）             Ｅ＋Ｆ－Ｂ＝         円 （Ｇ） 

オ 補助額 Ｃ、Ｄ又はＧのいずれか低い額           円  ＊ 

                    （交付申請額は、千円未満を切り捨てる） 

（裏面に続く）

 

捨印 



 

（裏） 

※複数棟申請する場合は、棟ごとに裏面を作成し、提出してください。 

 

５ 補助対象住宅 

建築年月日 昭和 年 月 日 構造 造 

階数 階 戸数 戸 

延べ面積  ㎡ 
住宅以外の部分

の床面積 

㎡ 

割合      % 

管理組合での決議 年  月  日決議 

□ 都市計画法又は建築基準法に違反していない 

□ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に

基づき、指定された区域に建築されていない 

□ 過去に千葉市耐震改修費補助事業（設計費除く）による補助金の交付を受けて

いない 

６ 構造耐震指標 Is 値を算出した耐震診断実施年度 

実施年度     年度、Is 値      

７ 施工者 

（１）会社名                担当者の連絡先            

（２）区分 □ 市内業者・建設業法の許可有り 

      □ 補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者 

８ 監理者 

（１）氏名                 担当者の連絡先            

（２）区分 □ 千葉市マンション耐震診断士 

□ 千葉市マンション耐震診断士以外の建築士 

９ 事業期間（予定） 

着手    年  月  日     完了    年  月  日 
（添付書類） 

１ 申請時に添付する書類（ただし、設計費に係る補助金の交付を受けた場合、（５）、（７）から（１０）は省略できる。

全体設計承認を受けた場合、（１）から（１０）は省略できる。） 

（１）工事費、監理費の見積書又はその写し 

（２）耐震改修工事実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの 

（３）施工者の区分に応じ、施工者の要件を確認できる次のいずれかの書類 

  ア 建設業法の許可書（建設業法の許可が有る者の場合） 

 イ 建設工事の請負者であることを証する書類（補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した

者の場合） 

（４）監理者の要件を確認できる書類（千葉市マンション診断士以外の建築士の場合） 

（５）耐震改修設計図書 

（６）工程表 

（７）現況の耐震診断報告書の写し 

（８）耐震診断報告書の作成者が事業要綱第２条第１８号に規定する要件を満たすことを証する書類 

（千葉市マンション診断士以外の建築士の場合） 

（９）耐震改修の計画認定書又は全体計画の認定書の写し（建築確認が行われた場合は建築確認通知書の写し） 

（１０）設計費の補助金申請時に提出するべき添付書類 

（設計費の見積書、設計実施に係る総会の決議書を除く） 

（１１）市長が必要と認める書類 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を行う

場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第３５号の２ 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金交付申請書 

［部分改修工事に係る工事費・監理費］ 
（第一面） 

 
  年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称 

代表者の氏名            （※） 
（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してく

ださい。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @ 

 
マンションの耐震改修に係る工事費・監理費に対する補助金の交付を受けたいので、

千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２８条第１項の規定により申請します。 

１ 補助事業の目的及び内容 

 千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１４号に定める部分改修工事のうち、

第   回耐震改修工事（   年度）に係るもの 

２ 補助対象住宅の所在地（地番）、名称 

 （１）所在地       区 

 （２）マンション名 

３ 交付申請額 

金 

千

万 

百

万 

十

万 
万 千 百 十 円 

     ０ ０ ０ 

４ 補助対象住宅 

建築年月日 昭和 年 月 日 構造 造 

階数 階 戸数 戸 

延べ面積 ㎡ 
住宅以外の部分 

の床面積 

㎡ 

割合     ％ 

管理組合での決議 年  月  日決議 

□ 都市計画法又は建築基準法に違反していない 

□ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に

基づき、指定された区域に建築されていない 

□ 過去に千葉市耐震改修費補助事業（設計費除く）による補助金の交付を受けて

いない 

建築履歴 

新築：建築確認 昭和  年  月  日 第    号 

   検査済証 昭和  年  月  日交付 

増築：建築確認 昭和  年  月  日 第    号 

   検査済証 昭和  年  月  日交付 

 

捨印 



 
 

（第二面） 

 

５ 交付申請額の算出の基礎 （過去に交付を受けた工事については実績を記入。全体

設計承認事業の場合は、段階ごとかつ年度ごとに記入。） 

事業内容 

 

算出基礎他 

第１回 

耐震改修工事 

（   年度） 

第 回 

耐震改修工事 

（   年度） 

第 回 

耐震改修工事 

（   年度） 

最終回 

耐震改修工事 

（   年度） 

工 事 費  ①     

監 理 費  ②     

（① ＋②）×１／３＝③ 

（ 千 円 未 満 切 捨 て ） 
    

補助対象面積のうち 

Is 値が 0.3 以上の部分 ④ 
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

5 1 , 7 0 0 円 × ④ ＝ ⑤     

補助対象面積のうち 

Is 値が 0.3 未満の部分 ⑥ 
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

5 6 , 9 0 0 円 × ⑥ ＝ ⑦     

⑤ ＋ ⑦ ＝ ⑧     

⑧、 3 , 0 0 0 万円のうち 

低 い 額     ⑨  
    

出 来 高 率  ⑩ % % % 100% 

既 交 付 決 定 額  ⑪     

⑨ × ⑩ － ⑪ ＝ ⑫ 

（ 千 円 未 満 切 捨 て ） 
    

交 付 申 請 額 

（③、⑫のうち低い額）⑬ 
    

改 修 後 の I s 値     

工 事 着 手 予 定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

 
６ 事業全体の資金計画 

項 目 第１回 第 回 第 回 最終回 

支 出 （ 上 表 ① + ② ）     

収 

 

 

入 

補助金（上表⑬）     

自 己 資 金     

借 入 金     

そ の 他     

 

 

捨印 



 

 
（第三面） 

７ 施工者（申請年度の部分改修工事に係るもの） 

（１）会社名              担当者の連絡先            

（２）区分 □ 市内業者・建設業法の許可有り 

      □ 補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者 

８ 監理者（申請年度の部分改修工事に係るもの） 

（１）氏名              担当者の連絡先             

（２）区分 □ 千葉市マンション耐震診断士 

□ 千葉市マンション耐震診断士以外の建築士 

 
（添付書類） 

１ 申請時に添付する書類（ただし、設計費に係る補助金の交付を受けた場合、（５）、（７）から（１

０）は省略できる。全体設計承認を受けた場合、（１）から（１０）は省略できる。） 

（１）全体及び部分改修に係る工事費、監理費の見積書又はその写し 

（２）耐震改修工事実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの 

（３）施工者の区分に応じ、施工者の要件を確認できる次のいずれかの書類 

  ア 建設業法の許可書（建設業法の許可が有る者の場合） 

イ 建設工事の請負者であることを証する書類（補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を

建設又は増築した者の場合） 

（４）監理者の要件を確認できる書類（千葉市マンション診断士以外の建築士の場合） 

（５）耐震改修設計図書 

（６）全体改修工事と各部分改修工事の工程表 

（７）部分改修工事前後の耐震診断報告書の写し、全体改修工事後の耐震診断報告書の写し 

（８）耐震診断報告書の作成者が事業要綱第２条第１８号に規定する要件を満たすことを証する書類 

（千葉市マンション診断士以外の建築士の場合） 

（９）耐震改修の計画認定書又は全体計画の認定書の写し（建築確認が行われた場合は建築確認通知書

の写し） 

（１０）設計費の補助金申請時に提出するべき添付書類 

（設計費の見積書、設計実施に係る総会の決議書を除く） 

（１１）市長が必要と認める書類 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思

に関わる変更を行う場合には、改めて確認を行います。 

 

 

 

 

捨印 



 

様式第３６号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

         様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金交付決定通知書 

［工事費・監理費］ 

 

 
   年  月  日付けで申請のあったマンション耐震改修費補助金につ

いて、次のとおり交付することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付

要綱第１５条第１項の規定を準用する第２９条の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

□ 千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号に定める耐震改修工事及びその監理  

□ 千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１４号に定める部分改修工事及びその監理  

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 補助金の交付決定額    

金 

千

万 

百

万 

十

万 
万 千 百 十 円 

  
 

 

 

 

 

 
０ ０ ０ 

４ 交付の条件  

（１）事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日（全体設計承認事業の初年度及び中間年度にあっては当該年度

の３月３１日まで）までに設計の完了を報告できない場合又はその遂行が困難となっ

た場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐

震改修費補助金交付要綱を遵守すること。  



 

様式第３７号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

           様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金変更交付決定通知書 

［工事費・監理費］ 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった耐震改修費補助金に係る変更交付申請に

ついて、次のとおり交付することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

１７条第２項の規定を準用する第２９条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号に定める耐震改修に係る工事及び監理 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 補助金の交付決定額（変更後） 

金 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

  
 

 

 

 

 

 
０ ０ ０ 

４ 補助金の変更額 

  マイナス   ，０００円(従前の交付決定額   ，０００円) 

５ 変更内容 

 

 

６ 交付の条件 

（１）事業の内容を変更しようとする場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長の

承認を受けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日（全体設計承認事業の初年度及び中間年度にあっては当該年度

の３月３１日まで）までに設計の完了を報告できない場合又はその遂行が困難となっ

た場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費補

助金交付要綱を遵守すること。 



 

様式第３８号 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業中間報告書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒     － 

報告者住所     区     

管理組合の名称                     

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第  号により補助金の全体設計の承認 

    年  月  日付け千葉市指令   第  号により補助金の交付決定 

のあった耐震改修に係る工事及び監理に関して、市長の指定する工程までの工事を完了し

たので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第３０条第１項の規定により報告します。 

 

１ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

 

２ 事業期間 

着手         年  月  日 

完了（予定）     年  月  日 

 

 

（添付書類） 

（１）状況写真（市長の指定する工程までのもの） 

（２）耐震改修工事監理報告書 

  （３）その他市長が必要と認める書類 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第３９号 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業実績報告書 

［工事費・監理費］ 

 

    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

〒     － 

報告者住所     区     

管理組合の名称                     

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市指令   第   号により補助金の交付決定の

あった耐震改修に係る工事及び監理を完了したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

３１条第１項の規定により報告します。 

 

１ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

２ 事業期間  

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

３ 補助金の交付決定額 

金 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

     ０ ０ ０ 

（添付書類） 

（１）状況写真及び材料写真 

（２）工事、監理に係る契約書の写し 

（３）工事、監理に係る領収書の写し 

  （４）耐震改修工事監理報告書の写し 

  （５）その他市長が必要と認める書類 

※全体設計承認事業の初年度に実績報告を行った場合の中間年度及び最終年度にあっては（２）の書類は必要なし 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第４０号 

千葉市達   第    号 

（管理組合の名称） 

       様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金額確定通知書 

［工事費・監理費］ 

 

 

     年  月  日付け千葉市マンション耐震改修費補助事業実績報告書［工事

費・監理費］により、耐震改修に係る工事費・監理費に対する補助額を次のとおり確定し

たので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２１条の規定を準用する第２９条の規定によ

り通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長          印 

 

 

金 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

  
 

 

 

 

 

 
０ ０ ０ 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号に定める耐震改修に係る工事及び監理 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

 



 

様式第４１号             （表） 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計承認申請書 

［工事費・監理費］ 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒     － 

申請者住所     区     

管理組合の名称 

代表者の氏名             （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、      

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

マンションの耐震改修に係る工事費・監理費に対する全体設計の承認を受けたいので、千

葉市耐震改修費補助金交付要綱第３２条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容 

   千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号に定める耐震改修に係る工事及び監 

２ 補助対象住宅の所在地（地番）、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 交付申請予定額 

 全体計画 
年度別計画 

初年度  年度  年度 

工事費     

監理費     

（Ａ）補助対象経費 

工事費＋監理費 
    

補
助
額
の
算
定 

（Ｂ）既交付決定額 ― ―   

（Ｃ）補助基本額 

Ａ×１／３－Ｂ＝ 
    

限
度
額 

（Ｄ）３，０００万円－Ｂ＝       

（Ｅ）Is値が０．３以上の部分 

 51,700 円×補助対象面積×１／３＝ 
    

（Ｆ）Is値が０．３未満の部分 

 56,900円×補助対象面積×１／３＝  
    

（Ｇ）Ｅ＋Ｆ－Ｂ＝     

交付予定額 

Ｃ、Ｄ又はＧのいずれか低い額 
（交付予定額は、千円未満を切り捨てる） 

    

（裏面に続く）

 

捨印 



 

（裏） 

※複数棟申請する場合は、棟ごとに裏面を作成し、提出してください。 

 

５ 補助対象住宅 

建築年月日 昭和 年 月 日 構造 造 

階数 階 戸数 戸 

延べ面積 ㎡ 
住宅以外の部分

の床面積 

㎡ 

割合      % 

管理組合での決議 年  月  日決議 

□ 都市計画法又は建築基準法に違反していない 

□ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に

基づき、指定された区域に建築されていない 

□ 過去に千葉市耐震改修費補助事業（設計費除く）による補助金の交付を受けて

いない 

６ 構造耐震指標 Is 値を算出した耐震診断実施年度 

実施年度     年度、Is 値      

７ 施工者 

（１）会社名                担当者の連絡先            

（２）区分 □ 市内業者・建設業法の許可有り 

      □ 補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者 

８ 監理者 

（１）氏名                 担当者の連絡先            

（２）区分 □ 千葉市マンション耐震診断士 

□ 千葉市マンション耐震診断士以外の建築士 

９ 事業期間（予定） 

着手    年  月  日     完了    年  月  日 

 
（添付書類） 

１ 申請時に添付する書類（ただし、設計費に係る補助金の交付を受けた場合、（５）、（７）から（１０）は省略できる。） 

（１）工事費、監理費の見積書又はその写し 

（２）耐震改修工事実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの 

（３）施工者の区分に応じ、施工者の要件を確認できる次のいずれかの書類 

  ア 建設業法の許可書（建設業法の許可が有る者の場合） 

 イ 建設工事の請負者であることを証する書類（補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した

者の場合） 

（４）監理者の要件を確認できる書類（千葉市マンション診断士以外の建築士の場合） 

（５）耐震改修設計図書 

（６）工程表 

（７）現況の耐震診断報告書の写し 

（８）耐震診断報告書の作成者が事業要綱第２条第１８号に規定する要件を満たすことを証する書類 

（千葉市マンション診断士以外の建築士の場合） 

（９）耐震改修の計画認定書又は全体計画の認定書の写し（建築確認が行われた場合は建築確認通知書の写し） 

（１０）設計費の補助金申請時に提出するべき添付書類 

（設計費の見積書、設計実施に係る総会の決議書を除く） 

（１１）市長が必要と認める書類 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を行う

場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第４２号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

         様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計承認通知書 

［工事費・監理費］ 

 

 

    年  月  日付けで申請のあったマンション耐震改修費補助金について、次

のとおり承認することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２４条第１項

の規定を準用する第３３条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号に定める耐震改修に係る工事及び監理 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 補助金の交付予定額 

  全体計画 
年度別計画 

初年度  年度  年度 

補助対象経費         

交付予定額         

４ 交付の条件 

（１）事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長の承認を受

けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費補

助金交付要綱を遵守すること。 

 

注意 この通知は補助金の交付を保証するものではありません。補助金の交付を受ける場合は、補助金を受け

ようとする年度に補助金の交付申請を行い、市から交付決定通知を受けて下さい。



 

様式第４３号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

           様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業全体設計変更承認通知書 

［工事費・監理費］ 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった耐震改修費補助金に係る変更交付申請に

ついて、次のとおり承認することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

２６条第２項の規定を準用する第３３条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号に定める耐震改修に係る工事及び監理 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 補助金の交付予定額（変更後） 

  全体計画 
年度別計画 

初年度  年度  年度 

補助対象経費         

交付予定額         

４ 補助金の変更額 

  マイナス   ，０００円(従前の交付決定額   ，０００円) 

５ 変更内容 

 

 

６ 交付の条件 

（１）事業の内容を変更しようとする場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長の

承認を受けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費補

助金交付要綱を遵守すること。



 

様式第４４号 

千葉市達   第    号 

（管理組合の名称） 

           様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金交付決定取消通知書 

 

 

    年  月  日付け千葉市指令    第     号により通知したマン

ション耐震改修費補助金交付決定を、次のとおり取り消したので、千葉市耐震改修費補助

金交付要綱第４６条第１項又は第２項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号又は第１１号に定める耐震改修に係る 

［ 設計 工事及び監理 ］ 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 取り消す補助金の交付決定額 

      ，０００円 

４ 取消しの理由 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第４５号             (表) 

千葉市指令   第   号 

（管理組合の名称） 

         様 

 

千葉市マンション耐震改修費補助金返還命令書 

 

 

千葉市マンション耐震改修費補助事業に係る補助金について、千葉市耐震改修費補助金

交付要綱第４７条の規定により、その返還を命ずる。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１０号又は第１１号に定める耐震改修に係る 

［ 設計 工事及び監理 ］ 

２ 補助対象住宅の所在地、名称 

（１）所在地      区 

（２）マンション名 

３ 返還を命ずる金額  

４ 返還期限 

      年  月  日まで 

５ 返還を命ずる理由 

 

 

 

６ 返還方法 

 

 

（裏面に続く） 

補助金の交付決定額      ，０００円 （    年  月  日通知） 

（    年  月  日交付） 補助金の既交付額      ，０００円 

返還を命ずる金額 ，０００円 



 

(裏) 

（注意事項） 

市長が定める納付期限までに納付しなかったときは、延滞金を市に納付しなければなら

ない。延滞金の額の計算及び減額又は免除については、千葉市税外収入金に係る延滞金の

徴収に関する条例（昭和３９年千葉市条例第３４号）の規定の例による。 

 

 

審査請求等について 

１ この命令についての審査請求は、この命令があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この命令の取消しを求める訴訟は、この命令があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第４６号              （表） 

 

千葉市住宅除却費補助金交付申請書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

〒    －     

申請者住所     区   
フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

住宅の除却に係る工事費に対する補助金の交付を受けたいので、千葉市耐震改修費補助

金交付要綱第３５条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容 

   千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅 

所在地（地番）       区 

建築年月日    年  月  日 階   数       階 

延べ面積          ㎡ 構   造         

上部構造評点 

又は Is 値 
           密集住宅市街地 

□ 

（該当する場合はチェック） 

□ 都市計画法又は建築基準法に違反していない 

□ 過去に千葉市耐震改修費補助事業又は千葉市耐震シェルター設置費補助事業による

補助金の交付を受けていない 

３ 交付申請額（＊） 

金 

十万 万 千 百 十 円 

   ０ ０ ０ 

４ 交付申請額の算出の基礎 

（１）補助額の算定 

ア 工事費（税抜きの見積額）                 円 （Ａ） 

イ 補助基本額        Ａ×０．２３＝         円 （Ｂ） 

  ウ 限度額                   ２００，０００円 （Ｃ） 

                     （密集住宅市街地の場合 300,000円） 

  エ 補助額 Ｂ又はＣのいずれか低い額             円  ＊ 

                                          （交付申請額は、千円未満を切り捨てる） 

（裏面に続く）

 

捨印 



 

（裏） 

５ 施工者 

（１）名称            

（２）区分 □ 市内業者・建設業法第３条第１項に規定する許可あり 

      □ 市内業者・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２１条第

１項に規定する登録あり 

 

６ 除却工事事業期間（予定） 

着手     年  月  日   完了     年  月  日 

（添付書類） 

１ 工事費の見積書又はその写し 

２ 滞納無証明書（千葉市内に在住している所有者全員のもの）（※１） 

３ 登記事項証明書（建物） （※１）（※２） 

４ 耐震診断報告書の写し （※３） 

５ 診断に係る現地調査の写真その他関係資料 

６ 平面図 

７ 建築確認済証又はこれに代わるもの 

８ ４から６の書類の作成者の資格を証する書類 （※４） 

千葉市木造住宅耐震診断士又は千葉市マンション診断士ではない場合のみ 

９ 施工者の資格を証する書類 （※５） 

１０ その他市長が認める書類 

(※１)個人情報確認同意書(別記様式第１号) ２及び３を省略可能 

(※２)同意書  所有者が複数人いる場合、所有者全員からの同意書 

(※３)旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(別記様式第１４号)を提出することにより４を省略

可能 

(※４)作成者が千葉市木造住宅耐震診断士又は千葉市マンション診断士ではない場合 

  ア 耐震講習会を修了したことを証する書類 

イ 建築士であることを証する書類 

(※５)施工者の資格を証する書類とは（いずれかどちらか提出） 

ア 建設業法第３条第１項に規定する許可がある者：許可書の写し 

イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２１条第１項に規定する登録がある者：登録通知書の写し 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第４７号 

千葉市指令   第   号 

 

         様 

 

千葉市住宅除却費補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった住宅除却費補助金について、次のとおり交

付することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第３６条第１項の規定によ

り通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

 

２ 補助対象住宅の所在地 

     区 

 

３ 補助金の交付決定額 

金 

十万 万 千 百 十 円 

   ０ ０ ０ 

 

４ 交付の条件  

（１）事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長の承認を受

けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日までに除去工事の完了を報告できない場合又はその遂行が困難

となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費補

助金交付要綱を遵守すること。 

 



 

様式第４８号 

千葉市指令   第   号 

 

        様 

 

千葉市住宅除却費補助金不交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった住宅除却費補助金について、次の理由によ

り交付しないことを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第３６条第２項の規

定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           印 

 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

 

 

審査請求等について 

  １ この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

  ２ この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第４９号            （表） 

 

千葉市住宅除却費補助金変更交付申請書 

 
    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

〒    －     

申請者住所     区   

フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市指令  第  号により除却費補助金の交付決定

のあった工事について、下記のとおり変更したいので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱

第３８条第１項の規定により下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

      区 

３ 変更区分 

  □ 補助額の変更 

  □ 上記以外の変更 

４ 変更内容 

   変更前 変更後 

内
容 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 

 

（裏面に続く）

 

捨印 



 

（裏） 

６ 変更交付申請額（＊） 

金 

十万 万 千 百 十 円 

   ０ ０ ０ 

 

７ 変更交付申請額の算出の基礎 

（１）補助額の算定 

ア 工事費（税抜きの見積額）                 円 （Ａ） 

イ 補助基本額         Ａ×４／５＝         円 （Ｂ） 

  ウ 限度額                   ２００，０００円 （Ｃ） 

                     （密集住宅市街地の場合 300,000円） 

  エ 補助額 Ｂ又はＣのいずれか低い額             円  ＊ 

                                          （交付申請額は、千円未満を切り捨てる） 

 

（添付書類） 

１ 変更内容が確認できる資料 

２ 補助額が変更となる場合 

  変更後の補助対象経費に係る見積書の写し 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

 

捨印 



 

様式第５０号 

千葉市指令   第   号 

 

           様 

 

千葉市住宅除却費補助金変更交付決定通知書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった除却費補助金に係る変更交付申請につい

て、次のとおり交付することを決定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第３８

条第２項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地 

       区 

３ 補助金の交付決定額（変更後） 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

４ 補助金の変更額 

  マイナス    ，０００円(従前の交付決定額   ，０００円) 

５ 変更内容 

 

 

６ 交付の条件 

（１）事業の内容を変更しようとする場合（軽微な変更を除く）には、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

（２）事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）当該年度の１月末日までに除去工事の完了を報告できない場合又はその遂行が困

難となった場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市耐震改修費補助事業要綱及び千葉市耐震改修費

補助金交付要綱を遵守すること。 



 

様式第５１号 

千葉市住宅除却費補助事業取下げ届出書 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     

申請者住所     区   
フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号 

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @ 

 

     年  月  日付けで除却費補助金の交付申請を行いましたが、下記の理由に

より除却の交付申請を取り下げたいので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第３９条第１

項の規定により本届出書を提出します。 

記 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

       区 

３ 取下げの理由（該当する理由の□にレを付すこと。その他の場合、理由を簡潔に記載すること。） 

   □住宅を使用することになった（可能性が出てきた） 

□工事内容、経費を再考したい 

□資金を用意することが困難となった 

□その他＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第５２号 

千葉市住宅除却費補助事業中止承認申請書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒    －     

申請者住所     区   
フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号 

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @ 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号で除却費補助金の交付決定の

あった工事を中止し、交付申請を取り下げたいので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

３９条第２項の規定により申請します。 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

       区 

３ 中止の理由（該当する理由の□にレを付すこと。その他の場合、理由を簡潔に記載すること。） 

   □住宅を使用することになった（可能性が出てきた） 

□工事内容、経費を再考したい 

□資金を用意することが困難となった 

□その他＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第５３号 

千葉市指令   第   号 

 

           様 

 

千葉市住宅除却費補助事業中止承認書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった除却費補助事業の中止について承認し、    

年  月  日付け千葉市指令   第   号の除却費補助金の交付決定を取り消した

ので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第３９条第３項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

       区 

３ 取り消す補助金の交付決定額 

       ，０００円 



 

 

様式第５４号 

千葉市住宅除却費補助事業遅延等報告書 

 

 

    年  月  日 

（あて先）千葉市長 

〒    －     

報告者住所     区   

フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号で除却費補助金の交付決定の

あった工事について、当初の計画どおり実施することが困難となったので、千葉市耐震改

修費補助金交付要綱第４０条の規定により報告します。 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

        区 

３ 報告事項（該当する項目の□にレを付すこと。） 

□ 当該年度の１月末日までに完了しない（完了予定日：    年  月  日） 

□ 事業の遂行が困難となった 

□ その他＝ 

４ 理由   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

 

様式第５５号 

 

千葉市住宅除却費補助事業実績報告書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     

報告者住所     区   
フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市指令   第   号により補助金の交付決定の

あった除却に係る工事を完了したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第４１条第１項

の規定により報告します。 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

        区 

３ 耐震改修工事事業期間 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

４ 補助金の交付決定額 

金 

十万 万 千 百 十 円 

   ０ ０ ０ 

 

（添付書類） 

１ 工事に係る契約書及び領収書の写し 

２ 状況写真及び材料写真 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第５６号 

千葉市達   第    号 

 

       様 

 

千葉市住宅除却費補助金額確定通知書 

 

 

     年  月  日付け千葉市木造住宅除却費補助事業実績報告書により、除却に

係る工事に対する補助額を次のとおり確定したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

４２条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長          印 

 

 

金 

十万 万 千 百 十 円 

   ０ ０ ０ 

 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地（地番） 

        区 

 



 

様式第５７号 

千葉市住宅除却費補助金交付請求書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     

請求者住所     区   

フ  リ  ガ  ナ           

氏      名               （※） 

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

連絡先電話番号      

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

     年  月  日付け千葉市達   第    号千葉市住宅除却費補助金額確

定通知書により確定した補助金について、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第４３条第１

項の規定により、その交付を請求します。 

交付請求額 

金 

十万 万 千 百 十 円 

   ０ ０ ０ 

 

 

 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を

行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 



 

様式第５７号の２ 

千葉市住宅除却費補助金交付請求書 

 

  年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

〒    －     
住   所                    

 

会 社 名                    

 

代表者氏名                    

連絡先電話番号     

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   @   

 

    年  月  日付け千葉市達   第    号千葉市住宅除却費補

助金額確定通知書により確定した補助金について、千葉市耐震改修費補助金交

付要綱第４３条の２第３項の規定により、その交付を請求します。 

交付請求額 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

 

 

 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思

に関わる変更を行う場合には、改めて確認を行います。 

 

捨印 

 
代表 

者印 

 社印 



 

様式第５８号 

千葉市指令   第   号 

 

         様 

 

千葉市住宅除却費補助金交付決定取消通知書 

 

 

    年  月  日付け千葉市指令    第     号により通知した住宅

除却費補助金交付決定を、次のとおり取り消したので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱

第４６条第１項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地 

     区 

３ 取り消す補助金の交付決定額 

，０００円 

４ 取消しの理由 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第５９号             (表) 

千葉市指令   第   号 

 

         様 

 

千葉市住宅除却費補助金返還命令書 

 

 

千葉市住宅除却費補助事業に係る補助金について、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第

４７条の規定により、その返還を命ずる。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１５号に定める除却に係る工事 

２ 補助対象住宅の所在地 

     区 

３ 返還を命ずる金額  

４ 返還期限 

      年  月  日まで 

５ 返還を命ずる理由  

 

 

 

６ 返還方法   

 

 

 

（裏面に続く） 

補助金の交付決定額      ，０００円 （    年  月  日通知） 

（    年  月  日交付） 補助金の既交付額      ，０００円 

返還を命ずる金額 ，０００円 



 

(裏) 

（注意事項） 

市長が定める納付期限までに納付しなかったときは、延滞金を市に納付しなければなら

ない。延滞金の額の計算及び減額又は免除については、千葉市税外収入金に係る延滞金の

徴収に関する条例（昭和３９年千葉市条例第３４号）の規定の例による。 

 

 

審査請求等について 

１ この命令についての審査請求は、この命令があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この命令の取消しを求める訴訟は、この命令があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 

 


